
 

 

 

 

 

 

 

 

心も体も健やかに 

 

夏休み中も子供たちの生活を保護者の皆様、地域の

皆様に見守っていただき感謝申し上げます。 

 さて、夏休み前から始まったテレビドラマでも出てきまし

た「いじめの定義」は、いじめ防止対策推進法 第二条

に次のように定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

やってしまった側が、「いじめるつもりはなかった」場合

も、やられた側が苦痛を感じた場合は、「いじめ」と認定さ

れます。子供たちの気持ちに寄り添うことを大切にしてい

くと「いじめゼロ」には、なりにくいのです。本校でも、日頃

から子供たち・保護者の皆様・地域の皆様の声に真摯に

向き合い、毎月のアンケートや教育相談週間において

丁寧に聞き取りを行っているので、いじめの認定は、ゼロ

にはなりません。 

そこで、いじめを許さない学校にするため、６年生が弁

護士による「いじめに関する授業」を受けました。相手の

気持ちを考えず、いじめと気付かずに行っていることもあ

ること、周りに相談することや見て見ぬふりをしないことの

大切さを学びました。 

全校では、「人権集会」を行いました。「いじめ、みちゃ

った！」の絵本の読み聞かせを柱に「いじめかな？」と思

うことを見たり、聞いたりしたら、どうしたらよいのかなど、

合言葉を復唱したり、６年生にインタビューを行いながら、

進行しました。 

いじめを防ぐ合言葉 

○や  「やめて」と言おう 

○は  その場所から  

「はなれよう」 

○た  「たすけて」と言おう 

最後に、自分たちでいじめを許さない学校にしていく

ために、「ふわふわ言葉」（言われてうれしい言葉）「i（アイ）

メッセージ」（相手の気持ちを考えて話す言葉）の紹介や

６年生代表児童による『友達を大切にしたい』という「決意

表明」をして、集会を閉じました。今後も様々な活動を通

して、思いやりのある子

供たちに育っていくよう、

導いていきたいと思いま

す。 

９月３日、岸 哲史先

生をお招きして、５月に

希望者がデバイスを１週間装着し、睡眠のリズムを測定

した結果を踏まえ、「睡眠に関する講演会」を保護者向

けに行いました。睡眠＝体の成長だけではなく、勉強・ス

ポーツ・メンタルのパフォーマンス効果も上がるという興

味深いお話でした。 

 

 

 

 

 

 

 

学校
が っ こ う

だより 
  

千 葉 市 立若 松 台 小学 校 

第５号 令和７年９月１６日 

若葉区若松台２－２５－１ 

電 話 ２３２－７３３５ 学校教育目標    

「豊かな心を持ち 健康でたくましく 学ぶ意欲のある子どもの育成」 

 「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍

する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的

関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影

響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを

含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が

心身の苦痛を感じているものをいう。 

 

 

 



 

１０月後半の主な行事予定 

１５日（水）短縮A日課 

     後期始業式 

１６日（木）発育測定 

１７日（金）わかだいフェスティバル 

２０日（月）心電図検査【１年】 

２１日（火）短縮B日課 

２２日（水）全校５校時日課 

      避難訓練（地震） 

２３日（木）落ち葉掃き清掃【３・４年】 

      １４：３０～１５：１５ 

２４日（金）校外学習【５年】 

      （千葉市議会・中央郵便局） 

２８日（火）落ち葉掃き清掃【１・２年】 

      １３：４０～１４：２５ 

２９日（水）たてわり遊び 

      科学館おもしろ教室【ひまわり学級】 

３０日（木）全校５校時日課 

      秋の歯科検診【抽出児】 

３１日（金）３校交流校外学習【ひまわり学級】 

      （千葉市動物公園） 

９月後半の主な行事予定 
１７日（水）修学旅行【６年】（～１８日（木）） 

１９日（金）短縮C日課 

２２日（月）おなかげんき教室【１年】 

２４日（水）たてわり遊び 

３０日（火）校外学習【３・４年】 

      （房総のむら・航空科学博物館） 

      水泳学習【５・６年、１・２年】 

       

１０月前半の主な行事予定 

２日（木）げんきキャンプ【ひまわり学級】 

（～３日（金）） 

６日（月）全校５校時日課 

     いのちを守る教育【５年】 

     陸上大会（放課後）開始【５・６年】 

 ７日（火）水泳学習【３～６年】 

      委員会活動【４～６年】 

８日（水）全校５校時日課 

９日（木）短縮A日課 

     前期終業式 

１０日（金）秋季休業日（～１４日（火）） 

 

 
 
 

                                  ～７月の学習より～ 
 

 

【校庭開放日】校庭開放日は、原則毎月第1、第3土曜日行っています。 

＜給食費・学校徴収金の引き落としについて＞ 

第3期給食費等の口座振替＜８月２５日（月）＞ができ

なかった方に、９月１６日（火）に再振替を行います。前

日までに必要な金額を登録口座にご用意ください。なお、

次回の第４期振替日は、１０月２７日（月）です。 

（学校給食費に関するお問い合わせ 

市保健体育課 電話 ２４５－５９０９） 

＜９月、１０月 スクールカウンセラーの来校日＞ 

９月２４日（水）12：30～16：30 

２９日（月） 8：30～12：30 

１０月 ６日（月） 9：15～12：15 

２０月（月） 9：15～12：:15 

２９日（水）11：30～15：:30 

問い合わせ：教頭   

町たんけん【２年】 

とうもろこしの皮むき【１年】 

弁護士による 

いじめ授業【６年】 


